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3三重県の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
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公布された条例のあらまし 

 

◎ 三重県の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例（条例第 63 号） 

1  地方自治法第 252 条の 17 の 2 第 1 項の規定に基づき、知事の権限に属する事務の一部を市町が処理

することについて改正することとしました。 

 2  この条例は、公布の日から施行することとしました。 

 

◎ 三重県職員退職手当支給条例の一部を改正する条例（条例第 64 号） 

1  地方自治法等の一部を改正する法律による地方独立行政法人法の一部改正に伴い、勤続期間の計算

についての規定を整理することとしました。 

 2  この条例は、公布の日から施行することとしました。 

 

◎ 三重県産業廃棄物税条例の一部を改正する条例（条例第 65 号） 

1  地方税法等の一部を改正する法律等による地方税法の一部改正に伴い、更正又は決定の通知等につ

いての規定を整理することとしました。 

 2  この条例は、公布の日から施行することとしました。 

 

◎ 三重県地方活力向上地域における県税の特例措置に関する条例の一部を改正する条例（条例第 66 号） 

1  地域再生法第十七条の六の地方公共団体等を定める省令等の一部改正に鑑み、県税の特例措置につ

いての規定を整備することとしました。 

 2  この条例は、公布の日から施行することとしました。 

 

◎ 医療法に基づく病院及び診療所の人員及び施設に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例

（条例第 67 号） 

1  医療法の一部改正に伴い、病床数の補正の基準に関し、規定を整理することとしました。 

 2  この条例は、公布の日から施行することとしました。 

 

◎ 公立学校職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例（条例第 68 号） 

1  地方自治法等の一部を改正する法律による地方独立行政法人法の一部改正に伴い、勤続期間の計算

についての規定を整理することとしました。 

 2  この条例は、公布の日から施行することとしました。 

 

◎ 障がいの有無にかかわらず誰もが共に暮らしやすい三重県づくり条例（条例第 69 号） 

 1  全ての県民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いな

がら共生する社会を実現するため、障がいを理由とする差別の解消の推進に関する施策並びに障がい

者の自立及び社会参加の支援等のための施策に関し、基本理念を定め、及び県の責務等を明らかにす

るとともに、共生社会の実現に向けた施策の基本となる事項を定めること等により、共生社会の実現

に向けた施策を総合的かつ計画的に推進することとしました。 

 2  この条例は、平成 30 年 10 月 1 日（一部を除く。）から施行することとしました。 

 

 

 

 

 

 

条 例 
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三 重 県 の 事 務 処 理 の 特 例 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公

布 し ま す 。 
平 成 三 十 年 六 月 二 十 九 日 

                        三 重 県 知 事  鈴 木 英 敬   

三 重 県 条 例 第 六 十 三 号 

   三 重 県 の 事 務 処 理 の 特 例 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 

三 重 県 の 事 務 処 理 の 特 例 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 二 年 三 重 県 条 例 第 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ

う に 改 正 す る 。 

別 表 第 二 第 七 号 の 項 中 「 伊 勢 市 及 び 」 を 削 る 。 

   附 則 

 こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 
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三 重 県 職 員 退 職 手 当 支 給 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 し ま す 。 

  平 成 三 十 年 六 月 二 十 九 日 

                        三 重 県 知 事  鈴 木 英 敬 

三 重 県 条 例 第 六 十 四 号 

   三 重 県 職 員 退 職 手 当 支 給 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 

 三 重 県 職 員 退 職 手 当 支 給 条 例 （ 昭 和 二 十 九 年 三 重 県 条 例 第 六 十 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う

に 改 正 す る 。 

 第 七 条 第 五 項 第 二 号 中 「 第 八 条 第 三 項 」 を 「 第 八 条 第 一 項 第 五 号 」 に 改 め る 。 

   附 則 

 こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 
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三 重 県 産 業 廃 棄 物 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 し ま す 。 

  平 成 三 十 年 六 月 二 十 九 日 

                        三 重 県 知 事  鈴 木 英 敬 

三 重 県 条 例 第 六 十 五 号 

   三 重 県 産 業 廃 棄 物 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 

 三 重 県 産 業 廃 棄 物 税 条 例 （ 平 成 十 三 年 三 重 県 条 例 第 五 十 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正

す る 。 

 第 十 四 条 第 一 項 中 「 第 七 百 三 十 三 条 の 十 八 第 五 項 」 を 「 第 七 百 三 十 三 条 の 十 八 第 七 項 」

に 、 「 第 七 百 三 十 三 条 の 十 九 第 四 項 」 を 「 第 七 百 三 十 三 条 の 十 九 第 五 項 」 に 改 め る 。 

附 則 

 こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 
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三 重 県 地 方 活 力 向 上 地 域 に お け る 県 税 の 特 例 措 置 に 関 す る 条 例 の 一 部 を

改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 し ま す 。 

  平 成 三 十 年 六 月 二 十 九 日 

                        三 重 県 知 事  鈴 木 英 敬 

三 重 県 条 例 第 六 十 六 号 

三 重 県 地 方 活 力 向 上 地 域 に お け る 県 税 の 特 例 措 置 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る

条 例 

三 重 県 地 方 活 力 向 上 地 域 に お け る 県 税 の 特 例 措 置 に 関 す る 条 例 （ 平 成 二 十 七 年 三 重 県 条 

例 第 六 十 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。 

 第 一 条 中 「 第 五 条 第 四 項 第 四 号 」 を 「 第 五 条 第 四 項 第 五 号 」 に 改 め る 。 

 第 二 条 第 一 号 中 「 同 条 第 四 項 第 四 号 」 を 「 同 条 第 四 項 第 五 号 」 に 、 「 平 成 三 十 年 三 月 三 

十 一 日 」 を 「 平 成 三 十 二 年 三 月 三 十 一 日 」 に 、 「 第 十 条 第 六 項 第 四 号 」 を 「 第 十 条 第 八 項

第 五 号 」 に 、 「 第 四 十 二 条 の 四 第 六 項 第 四 号 」 を 「 第 四 十 二 条 の 四 第 八 項 第 六 号 」 に 、 「 第

六 十 八 条 の 九 第 六 項 第 四 号 」 を 「 第 六 十 八 条 の 九 第 八 項 第 五 号 」 に 改 め る 。 

附 則 

１ こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 

２ こ の 条 例 に よ る 改 正 後 の 三 重 県 地 方 活 力 向 上 地 域 に お け る 県 税 の 特 例 措 置 に 関 す る 条

例 の 規 定 は 、 平 成 三 十 年 四 月 一 日 以 後 に 新 設 さ れ 、 又 は 増 設 さ れ た 施 設 又 は 設 備 に つ い

て 適 用 す る 。 
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医 療 法 に 基 づ く 病 院 及 び 診 療 所 の 人 員 及 び 施 設 に 関 す る 基 準 等 を 定 め る

条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 し ま す 。 
平 成 三 十 年 六 月 二 十 九 日 

                        三 重 県 知 事  鈴 木 英 敬 

三 重 県 条 例 第 六 十 七 号 

医 療 法 に 基 づ く 病 院 及 び 診 療 所 の 人 員 及 び 施 設 に 関 す る 基 準 等 を 定 め る 条 例 の 一 部

を 改 正 す る 条 例 

医 療 法 に 基 づ く 病 院 及 び 診 療 所 の 人 員 及 び 施 設 に 関 す る 基 準 等 を 定 め る 条 例 （ 平 成 二 十

四 年 三 重 県 条 例 第 六 十 六 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。 

第 一 条 中 「 及 び 第 五 項 」 を 削 る 。 

第 二 条 第 二 項 を 削 る 。 

附 則 

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 
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公 立 学 校 職 員 の 退 職 手 当 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公

布 し ま す 。 
平 成 三 十 年 六 月 二 十 九 日 

                        三 重 県 知 事  鈴 木 英 敬 

三 重 県 条 例 第 六 十 八 号 

公 立 学 校 職 員 の 退 職 手 当 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 

公 立 学 校 職 員 の 退 職 手 当 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 三 十 年 三 重 県 条 例 第 十 一 号 ） の 一 部 を 次 の

よ う に 改 正 す る 。 

第 七 条 第 五 項 第 二 号 中 「 第 八 条 第 三 項 」 を 「 第 八 条 第 一 項 第 五 号 」 に 改 め る 。 

附 則 

 こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 
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 障 が い の 有 無 に か か わ ら ず 誰 も が 共 に 暮 ら し や す い 三 重 県 づ く り 条 例

を こ こ に 公 布 し ま す 。 

  平 成 三 十 年 六 月 二 十 九 日 

                        三 重 県 知 事  鈴 木 英 敬 

三 重 県 条 例 第 六 十 九 号 

   障 が い の 有 無 に か か わ ら ず 誰 も が 共 に 暮 ら し や す い 三 重 県 づ く り 条 例 

目 次 

 前 文 

 第 一 章 総 則 （ 第 一 条 ― 第 九 条 ） 

 第 二 章 障 が い を 理 由 と す る 差 別 を 解 消 す る た め の 措 置 （ 第 十 条 ― 第 十 五 条 ） 

 第 三 章 障 が い を 理 由 と す る 差 別 を 解 消 す る た め の 体 制 の 整 備 

  第 一 節 相 談 体 制 （ 第 十 六 条 ・ 第 十 七 条 ） 

  第 二 節 紛 争 の 解 決 を 図 る た め の 体 制 （ 第 十 八 条 ― 第 二 十 四 条 ） 

 第 四 章 障 が い 者 の 自 立 及 び 社 会 参 加 の 支 援 等 の た め の 施 策 （ 第 二 十 五 条 ― 第 三 十 一 条 ） 

 第 五 章 共 生 社 会 の 実 現 に 向 け た 施 策 の 推 進 （ 第 三 十 二 条 ・ 第 三 十 三 条 ） 

 第 六 章 雑 則 （ 第 三 十 四 条 ・ 第 三 十 五 条 ） 

 附 則 

平 成 十 八 年 十 二 月 、 障 が い 者 の 人 権 と 基 本 的 自 由 の 享 有 を 確 保 し 、 障 が い 者 の 固 有 の 尊

厳 の 尊 重 を 促 進 す る こ と を 目 的 と す る 障 害 者 の 権 利 に 関 す る 条 約 が 採 択 さ れ 、 我 が 国 は 、

平 成 二 十 六 年 一 月 に 同 条 約 を 締 結 し た 。 

障 害 者 の 権 利 に 関 す る 条 約 は 、 「 障 が い が 、 機 能 障 が い を 有 す る 者 と こ れ ら の 者 に 対 す

る 態 度 及 び 環 境 に よ る 障 壁 と の 間 の 相 互 作 用 で あ っ て 、 こ れ ら の 者 が 他 の 者 と の 平 等 を 基

礎 と し て 社 会 に 完 全 か つ 効 果 的 に 参 加 す る こ と を 妨 げ る も の に よ っ て 生 ず る 」 と い う 社 会

モ デ ル の 考 え 方 を 基 本 と し て い る 。 ま た 、 同 条 約 は 、 合 理 的 配 慮 の 否 定 を 含 め た あ ら ゆ る

形 態 の 差 別 を 障 が い に 基 づ く 差 別 と し 、 こ の 差 別 を 撤 廃 す る た め の 措 置 を と る こ と を 定 め

る と と も に 、 合 理 的 配 慮 と は 、 障 が い 者 の 人 権 と 基 本 的 自 由 の 享 有 を 確 保 す る た め の 「 必

要 か つ 適 当 な 変 更 及 び 調 整 」 で あ り 、 恩 恵 的 に 施 さ れ る も の で は な い こ と を 明 ら か に し た 。 

 こ れ ら の 画 期 的 な 考 え 方 を は じ め と す る 障 害 者 の 権 利 に 関 す る 条 約 の 理 念 を 実 現 す る た

め 、 政 府 は 、 関 係 す る 法 律 の 整 備 な ど を 行 っ て お り 、 三 重 県 に お い て も 、 こ れ ら を 踏 ま え 、

障 が い 者 の 権 利 を 守 る た め の 取 組 を 進 め て い る と こ ろ で あ る 。 

 し か し な が ら 、 今 な お 、 障 が い 者 に 対 す る 理 解 や 、 障 が い 者 と の 対 話 を 通 じ て 社 会 的 障

壁 を 認 識 し 、 除 去 す る こ と の 重 要 性 に 対 す る 理 解 が 十 分 に 深 ま っ て お ら ず 、 障 が い 者 は も

と よ り 、 そ の 家 族 も 様 々 な 偏 見 や 差 別 に 直 面 し 、 苦 悩 し て い る 。 ま た 、 障 が い 者 と そ の 家

族 は 、 障 が い 者 が 自 ら の 選 択 に 基 づ き 、 地 域 に お い て 自 立 し 、 社 会 参 加 す る こ と に つ い て

不 安 を 抱 え て い る 現 状 が あ る 。 

 こ の よ う な 状 況 を 踏 ま え 、 県 民 が 互 い に 支 え 合 い 、 社 会 全 体 で 常 に 障 が い 者 と の 積 極 的

な 対 話 を 通 じ て 社 会 的 障 壁 の 除 去 に 取 り 組 み 、 障 が い を 理 由 と す る 差 別 や 障 が い 者 の 自 立

と 社 会 参 加 を 妨 げ て い る 諸 要 因 の 解 消 を 図 ら な け れ ば な ら な い 。 我 々 は 、 こ の よ う な 取 組

を 進 め る こ と に よ っ て 、 障 が い 者 が そ の 個 性 と 能 力 を 発 揮 し 、 社 会 の あ ら ゆ る 分 野 に 参 加

し 、 活 躍 で き る こ と が 、 県 民 一 人 ひ と り の 幸 福 の 実 現 に つ な が る も の と 確 信 し て い る 。 
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障 が い の 有 無 に か か わ ら ず 誰 も が 共 に 暮 ら し や す い 三 重 県 づ く り は 、 県 民 一 人 ひ と り の

理 想 で あ り 、 果 た す べ き 使 命 で あ る 。 
こ こ に 、 我 々 は 、 こ の よ う な 三 重 県 づ く り に 向 け た 「 未 来 へ の 新 た な 一 歩 」 を 踏 み 出 し 、

共 生 社 会 を 実 現 す る こ と を 決 意 し 、 こ の 条 例 を 制 定 す る 。 

第 一 章 総 則 

（ 目 的 ） 

第 一 条 こ の 条 例 は 、 全 て の 県 民 が 、 障 が い の 有 無 に よ っ て 分 け 隔 て ら れ る こ と な く 、 相

互 に 人 格 と 個 性 を 尊 重 し 合 い な が ら 共 生 す る 社 会 （ 以 下 「 共 生 社 会 」 と い う 。 ） を 実 現

す る た め 、 障 が い を 理 由 と す る 差 別 の 解 消 の 推 進 に 関 す る 施 策 並 び に 障 が い 者 の 自 立 及

び 社 会 参 加 の 支 援 等 の た め の 施 策 （ 以 下 「 共 生 社 会 の 実 現 に 向 け た 施 策 」 と い う 。 ） に

関 し 、 基 本 理 念 を 定 め 、 及 び 県 の 責 務 等 を 明 ら か に す る と と も に 、 共 生 社 会 の 実 現 に 向

け た 施 策 の 基 本 と な る 事 項 を 定 め る こ と 等 に よ り 、 障 害 者 基 本 法 （ 昭 和 四 十 五 年 法 律 第

八 十 四 号 ） 、 障 害 を 理 由 と す る 差 別 の 解 消 の 推 進 に 関 す る 法 律 （ 平 成 二 十 五 年 法 律 第 六

十 五 号 ） そ の 他 の 関 係 法 令 （ 三 重 県 ユ ニ バ ー サ ル デ ザ イ ン の ま ち づ く り 推 進 条 例 （ 平 成

十 一 年 三 重 県 条 例 第 二 号 ） そ の 他 の 障 が い 者 に 関 す る 施 策 に 係 る 条 例 を 含 む 。 第 四 条 第

二 項 及 び 第 九 条 に お い て 同 じ 。 ） と 相 ま っ て 、 共 生 社 会 の 実 現 に 向 け た 施 策 を 総 合 的 か

つ 計 画 的 に 推 進 す る こ と を 目 的 と す る 。 

（ 定 義 ） 

第 二 条 こ の 条 例 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る

と こ ろ に よ る 。 

一 障 が い 者 身 体 障 が い 、 知 的 障 が い 、 精 神 障 が い （ 発 達 障 が い 及 び 高 次 脳 機 能 障 が

い を 含 む 。 ） 、 難 病 に 起 因 す る 障 が い そ の 他 の 心 身 の 機 能 の 障 が い （ 以 下 「 障 が い 」

と 総 称 す る 。 ） が あ る 者 で あ っ て 、 障 が い 及 び 社 会 的 障 壁 に よ り 継 続 的 又 は 断 続 的 に

日 常 生 活 又 は 社 会 生 活 に 相 当 な 制 限 を 受 け る 状 態 に あ る も の を い う 。 

二 社 会 的 障 壁 障 が い が あ る 者 に と っ て 日 常 生 活 又 は 社 会 生 活 を 営 む 上 で 障 壁 と な る

よ う な 社 会 に お け る 事 物 、 制 度 、 慣 行 、 観 念 そ の 他 一 切 の も の を い う 。 

三 合 理 的 な 配 慮 全 て の 障 が い 者 が 障 が い 者 で な い 者 と 等 し く 基 本 的 人 権 を 享 有 す る

こ と を 確 保 す る た め の 必 要 か つ 適 当 な 変 更 及 び 調 整 で あ っ て 、 特 定 の 場 合 に お い て 必

要 と さ れ る も の を い う 。 

四 行 政 機 関 等 地 方 公 共 団 体 （ 県 、 県 の 区 域 内 の 市 町 及 び 県 の 区 域 内 の 特 別 地 方 公 共

団 体 を い い 、 地 方 公 営 企 業 法 （ 昭 和 二 十 七 年 法 律 第 二 百 九 十 二 号 ） 第 三 章 の 規 定 の 適

用 を 受 け る 地 方 公 共 団 体 の 経 営 す る 企 業 を 除 く 。 次 号 に お い て 同 じ 。 ） 及 び 地 方 独 立

行 政 法 人 を い う 。 

五 地 方 独 立 行 政 法 人 地 方 公 共 団 体 が 設 立 し た 地 方 独 立 行 政 法 人 法 （ 平 成 十 五 年 法 律

第 百 十 八 号 ） 第 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 地 方 独 立 行 政 法 人 （ 同 法 第 二 十 一 条 第 三 号 に 掲

げ る 業 務 を 行 う も の を 除 く 。 ） を い う 。 

六 事 業 者 障 害 を 理 由 と す る 差 別 の 解 消 の 推 進 に 関 す る 法 律 第 二 条 第 七 号 に 規 定 す る

事 業 者 を い う 。 

 （ 基 本 理 念 ） 

第 三 条 共 生 社 会 の 実 現 は 、 全 て の 障 が い 者 が 、 障 が い 者 で な い 者 と 等 し く 、 基 本 的 人 権
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を 享 有 す る 個 人 と し て そ の 尊 厳 が 重 ん ぜ ら れ 、 そ の 尊 厳 に ふ さ わ し い 生 活 を 保 障 さ れ る

権 利 を 有 す る こ と を 前 提 と し つ つ 、 障 害 者 基 本 法 第 三 条 各 号 に 掲 げ る 事 項 を 旨 と し て 図

ら れ な け れ ば な ら な い 。 

２ 社 会 的 障 壁 の 除 去 の 実 施 に つ い て の 合 理 的 な 配 慮 は 、 こ れ が 障 が い を 理 由 と し て 障 が

い 者 で な い 者 と 不 当 な 差 別 的 取 扱 い を す る こ と を 回 避 し 、 障 が い 者 の 基 本 的 人 権 の 享 有

を 確 保 す る た め に 行 わ れ る も の で あ る と の 考 え 方 に の っ と り 、 行 わ れ な け れ ば な ら な い 。 

３ 県 は 、 共 生 社 会 の 実 現 に 向 け た 施 策 を 講 ず る に 当 た っ て は 、 障 が い 者 そ の 他 の 関 係 者

の 意 見 を 聴 き 、 そ の 意 見 を 尊 重 す る よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。 

第 四 条 障 が い を 理 由 と す る 差 別 の 解 消 の 推 進 に 関 す る 施 策 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 基 本 と

し て 行 わ れ な け れ ば な ら な い 。 

一 社 会 の あ ら ゆ る 分 野 に お け る 全 て の 構 成 員 が 社 会 的 障 壁 の 除 去 を 実 施 す る こ と に よ

り 、 障 が い を 理 由 と す る 差 別 の 解 消 を 推 進 す る 責 務 を 有 す る と の 認 識 を 踏 ま え て 策 定

さ れ 、 及 び 実 施 さ れ る こ と 。 

二 障 が い を 理 由 と す る 差 別 の 多 く が 障 が い 者 に 対 す る 理 解 （ 障 が い 者 に 対 す る 肯 定 的

認 識 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） 及 び 社 会 的 障 壁 の 除 去 の 重 要 性 に 対 す る 理 解 が 十 分 で な い

こ と に 起 因 す る こ と を 踏 ま え 、 障 が い 者 に 対 す る 理 解 及 び 社 会 的 障 壁 の 除 去 の 重 要 性

に 対 す る 理 解 を 深 め る 施 策 と 一 体 的 に 、 策 定 さ れ 、 及 び 実 施 さ れ る こ と 。 

三 社 会 的 障 壁 の 除 去 の 実 施 に つ い て の 合 理 的 な 配 慮 を 的 確 に 行 う た め に は 、 現 に 社 会

的 障 壁 の 除 去 を 必 要 と し て い る 障 が い 者 と の 対 話 を 通 じ て そ の 意 思 の 確 認 が 行 わ れ る

こ と が 重 要 で あ る と の 認 識 を 踏 ま え て 策 定 さ れ 、 及 び 実 施 さ れ る こ と 。 

四 障 が い 者 が 障 が い を 理 由 と す る 差 別 に 加 え 、 性 別 、 年 齢 そ の 他 の 障 が い 以 外 の 要 因

に 基 づ く 差 別 を 受 け る 状 況 が あ る こ と に 鑑 み 、 障 が い 以 外 の 要 因 に 基 づ く 差 別 の 解 消

を 図 る た め の 施 策 と の 密 接 な 連 携 の 下 に 、 策 定 さ れ 、 及 び 実 施 さ れ る こ と 。 

２ 障 が い 者 の 自 立 及 び 社 会 参 加 の 支 援 等 の た め の 施 策 は 、 障 害 者 基 本 法 そ の 他 の 関 係 法

令 に 基 づ く 施 策 と 一 体 の も の と し て 総 合 的 に 、 策 定 さ れ 、 及 び 実 施 さ れ な け れ ば な ら な

い 。 

 （ 県 の 責 務 ） 

第 五 条 県 は 、 前 二 条 に 定 め る 基 本 理 念 に の っ と り 、 共 生 社 会 の 実 現 に 向 け た 施 策 を 総 合

的 か つ 計 画 的 に 実 施 す る も の と す る 。 

２ 県 は 、 自 ら 設 置 し 、 又 は 管 理 す る 施 設 に お け る 障 が い 者 の 利 用 の 円 滑 化 及 び 障 が い 者

の 移 動 の 円 滑 化 を 図 る た め の 環 境 の 整 備 を 行 う も の と す る 。 

（ 国 等 と の 連 携 協 力 ） 

第 六 条 県 は 、 共 生 社 会 の 実 現 に 向 け た 施 策 の 策 定 及 び 実 施 に 当 た っ て は 、 国 、 市 町 、 関

係 機 関 、 関 係 団 体 、 事 業 者 そ の 他 の 関 係 者 と 連 携 し 、 及 び 協 力 す る よ う 努 め る も の と す

る 。 

（ 事 業 者 の 役 割 ） 

第 七 条 事 業 者 は 、 県 が 実 施 す る 共 生 社 会 の 実 現 に 向 け た 施 策 に 協 力 す る よ う 努 め る と と

も に 、 そ の 事 業 活 動 を 行 う に 当 た っ て は 、 共 生 社 会 の 実 現 に 主 体 的 に 取 り 組 む よ う 努 め

る も の と す る 。 

 （ 県 民 の 役 割 ） 

平成30年6月29日 三　重　県　公　報 号　　外

11



第 八 条 県 民 は 、 共 生 社 会 を 実 現 す る 上 で 障 が い を 理 由 と す る 差 別 の 解 消 が 重 要 で あ る こ

と に 鑑 み 、 障 が い 者 に 対 す る 理 解 及 び 社 会 的 障 壁 の 除 去 の 重 要 性 に 対 す る 理 解 を 深 め る

も の と す る 。 

２ 県 民 は 、 県 が 実 施 す る 共 生 社 会 の 実 現 に 向 け た 施 策 に 協 力 す る よ う 努 め る と と も に 、

障 が い 者 の 意 思 を 尊 重 し つ つ 、 障 が い 者 の 自 立 及 び 社 会 参 加 へ の 支 援 を 主 体 的 に 行 い 、

共 生 社 会 の 実 現 に 寄 与 す る よ う 努 め る も の と す る 。 

 （ 障 害 者 計 画 の 策 定 に 関 す る 基 本 方 針 ） 

第 九 条 県 は 、 障 が い 者 に 関 す る 施 策 の 総 合 的 か つ 計 画 的 な 推 進 が 図 ら れ る よ う 、 障 害 者

基 本 法 、 障 害 を 理 由 と す る 差 別 の 解 消 の 推 進 に 関 す る 法 律 、 障 害 者 虐 待 の 防 止 、 障 害 者

の 養 護 者 に 対 す る 支 援 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 二 十 三 年 法 律 第 七 十 九 号 ） そ の 他 の 関 係 法

令 の 理 念 を 踏 ま え 、 障 害 者 基 本 法 第 十 一 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 障 害 者 計 画 （ 第 三 十 二 条

第 一 項 に お い て 「 障 害 者 計 画 」 と い う 。 ） を 策 定 す る も の と す る 。 

第 二 章 障 が い を 理 由 と す る 差 別 を 解 消 す る た め の 措 置 

（ 行 政 機 関 等 に お け る 障 が い を 理 由 と す る 差 別 の 禁 止 ） 

第 十 条 行 政 機 関 等 は 、 そ の 事 務 又 は 事 業 を 行 う に 当 た り 、 障 が い を 理 由 と し て 障 が い 者

で な い 者 と 不 当 な 差 別 的 取 扱 い を す る こ と に よ り 、 障 が い 者 の 権 利 利 益 を 侵 害 し て は な

ら な い 。 

２ 行 政 機 関 等 は 、 そ の 事 務 又 は 事 業 を 行 う に 当 た り 、 障 が い 者 か ら 現 に 社 会 的 障 壁 の 除

去 を 必 要 と し て い る 旨 の 意 思 の 表 明 が あ っ た 場 合 に お い て 、 そ の 実 施 に 伴 う 負 担 が 過 重

で な い と き は 、 社 会 的 障 壁 の 除 去 の 実 施 を 怠 る こ と に よ っ て 前 項 の 規 定 に 違 反 す る こ と

と な ら な い よ う 、 当 該 障 が い 者 の 性 別 、 年 齢 及 び 障 が い の 状 態 に 応 じ て 、 社 会 的 障 壁 の

除 去 の 実 施 に つ い て 合 理 的 な 配 慮 を し な け れ ば な ら な い 。 

 （ 事 業 者 に お け る 障 が い を 理 由 と す る 差 別 の 禁 止 ） 

第 十 一 条 事 業 者 は 、 そ の 事 業 を 行 う に 当 た り 、 障 が い を 理 由 と し て 障 が い 者 で な い 者 と

不 当 な 差 別 的 取 扱 い を す る こ と に よ り 、 障 が い 者 の 権 利 利 益 を 侵 害 し て は な ら な い 。 

２ 事 業 者 は 、 そ の 事 業 を 行 う に 当 た り 、 障 が い 者 か ら 現 に 社 会 的 障 壁 の 除 去 を 必 要 と し

て い る 旨 の 意 思 の 表 明 が あ っ た 場 合 に お い て 、 そ の 実 施 に 伴 う 負 担 が 過 重 で な い と き は 、

社 会 的 障 壁 の 除 去 の 実 施 を 怠 る こ と に よ っ て 前 項 の 規 定 に 違 反 す る こ と と な ら な い よ う 、

当 該 障 が い 者 の 性 別 、 年 齢 及 び 障 が い の 状 態 に 応 じ て 、 社 会 的 障 壁 の 除 去 の 実 施 に つ い

て 合 理 的 な 配 慮 を す る よ う に 努 め な け れ ば な ら な い 。 

（ 県 等 の 地 方 公 共 団 体 等 職 員 対 応 要 領 ） 

第 十 二 条 県 （ 地 方 公 営 企 業 法 第 三 章 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 県 の 経 営 す る 企 業 を 除 く 。 ）

の 機 関 及 び 地 方 独 立 行 政 法 人 （ 県 が 設 立 し た も の に 限 る 。 第 十 九 条 第 四 項 に お い て 同 じ 。 ）

は 、 障 害 を 理 由 と す る 差 別 の 解 消 の 推 進 に 関 す る 法 律 第 十 条 第 一 項 に 規 定 す る 地 方 公 共

団 体 等 職 員 対 応 要 領 を 定 め る も の と す る 。 

（ 不 当 な 差 別 的 取 扱 い 等 の 事 例 の 具 体 化 ） 

第 十 三 条 県 は 、 不 当 な 差 別 的 取 扱 い を す る こ と に よ る 障 が い 者 の 権 利 利 益 の 侵 害 の 防 止

等 及 び 社 会 的 障 壁 の 除 去 の 実 施 に つ い て の 合 理 的 な 配 慮 を 的 確 に 行 う こ と に 資 す る た め 、

障 害 福 祉 サ ー ビ ス の 提 供 そ の 他 の 障 が い 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 に 関 す る 分 野 ご と に

不 当 な 差 別 的 取 扱 い 及 び 社 会 的 障 壁 の 除 去 の 実 施 に つ い て の 合 理 的 な 配 慮 の 事 例 の 具 体
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化 を 図 る 措 置 を 講 ず る も の と す る 。 
（ 社 会 的 障 壁 の 除 去 の 実 施 に つ い て の 合 理 的 な 配 慮 に 関 す る 環 境 の 整 備 ） 

第 十 四 条 行 政 機 関 等 及 び 事 業 者 は 、 障 が い 者 か ら 社 会 的 障 壁 の 除 去 を 必 要 と し て い る 旨

の 意 思 の 表 明 が あ る か 否 か に か か わ ら ず 、 社 会 的 障 壁 の 除 去 の 実 施 に つ い て の 合 理 的 な

配 慮 を 的 確 に 行 う た め 、 自 ら 設 置 す る 施 設 の 構 造 の 改 善 及 び 設 備 の 整 備 、 関 係 職 員 に 対

す る 研 修 そ の 他 の 必 要 な 環 境 の 整 備 に 努 め る も の と す る 。 

（ 事 業 者 へ の 支 援 ） 

第 十 五 条 県 は 、 事 業 者 に 対 し 、 社 会 的 障 壁 の 除 去 の 実 施 に つ い て の 合 理 的 な 配 慮 を 的 確

に 行 う た め の 情 報 の 提 供 、 技 術 的 な 助 言 そ の 他 の 必 要 な 支 援 を 実 施 す る よ う 努 め る も の

と す る 。 

第 三 章 障 が い を 理 由 と す る 差 別 を 解 消 す る た め の 体 制 の 整 備 

第 一 節 相 談 体 制 

（ 相 談 ） 

第 十 六 条 県 は 、 障 が い 者 、 障 が い 者 の 家 族 、 事 業 者 そ の 他 の 関 係 者 か ら の 第 十 条 及 び 第

十 一 条 に 規 定 す る 障 が い を 理 由 と す る 差 別 （ 以 下 「 差 別 事 案 」 と い う 。 ） に 関 す る 相 談

に 応 じ な け れ ば な ら な い 。 

２ 県 は 、 差 別 事 案 に 関 す る 相 談 が あ っ た と き は 、 次 に 掲 げ る 業 務 を 行 う も の と す る 。 

一 市 町 そ の 他 の 関 係 行 政 機 関 と 連 携 し て 、 必 要 な 助 言 、 調 査 及 び 関 係 者 間 の 調 整 を 行

う こ と 。 

 二 関 係 行 政 機 関 へ の 通 告 、 通 報 そ の 他 の 通 知 を 行 う こ と 。 

３ 県 は 、 前 項 の 業 務 の ほ か 、 市 町 に お い て 応 じ た 障 害 を 理 由 と す る 差 別 の 解 消 の 推 進 に

関 す る 法 律 第 十 四 条 に 規 定 す る 障 害 を 理 由 と す る 差 別 に 関 す る 相 談 に 係 る 事 案 の 解 決 を

支 援 す る た め 、 必 要 な 助 言 を 行 う も の と す る 。 

４ 県 は 、 第 二 項 の 業 務 を 行 う に 当 た り 、 差 別 事 案 以 外 の 事 案 に 関 す る 相 談 を 受 け た 場 合

に お い て 、 当 該 事 案 が 障 害 者 虐 待 の 防 止 、 障 害 者 の 養 護 者 に 対 す る 支 援 等 に 関 す る 法 律

第 二 条 第 二 項 に 規 定 す る 障 害 者 虐 待 、 障 害 者 の 雇 用 の 促 進 等 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 三 十 五

年 法 律 第 百 二 十 三 号 ） 第 三 十 五 条 に 規 定 す る 不 当 な 差 別 的 取 扱 い そ の 他 の 障 が い 者 の 権

利 利 益 を 侵 害 す る も の （ 次 条 第 四 項 に お い て 「 障 が い 者 の 権 利 利 益 を 侵 害 す る も の 」 と

い う 。 ） で あ る と 認 め ら れ る と き は 、 障 が い 者 の 権 利 利 益 の 保 護 が 適 切 に 行 わ れ る よ う 、

関 係 行 政 機 関 へ の 通 告 、 通 報 そ の 他 の 必 要 な 対 応 を 図 る も の と す る 。 

（ 県 に お け る 相 談 員 の 設 置 ） 

第 十 七 条 県 に 、 障 が い 者 、 障 が い 者 の 家 族 、 事 業 者 そ の 他 の 関 係 者 か ら の 差 別 事 案 に 関

す る 相 談 に 応 じ る 者 と し て 、 相 談 員 を 置 く 。 

２ 相 談 員 は 、 障 が い を 理 由 と す る 差 別 の 解 消 に 関 す る 知 識 経 験 を 有 す る 者 の う ち か ら 、

知 事 が 任 命 す る 。 

３ 相 談 員 は 、 前 条 第 二 項 及 び 第 三 項 の 業 務 を 行 う も の と す る 。 

４ 相 談 員 は 、 前 条 第 二 項 の 業 務 を 行 う に 当 た り 、 差 別 事 案 以 外 の 事 案 に 関 す る 相 談 を 受

け た 場 合 に お い て 、 当 該 事 案 が 障 が い 者 の 権 利 利 益 を 侵 害 す る も の で あ る と 認 め ら れ る

と き は 、 障 が い 者 の 権 利 利 益 の 保 護 が 適 切 に 行 わ れ る よ う 、 関 係 行 政 機 関 へ の 通 告 、 通

報 そ の 他 の 必 要 な 対 応 を 図 る も の と す る 。 
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５ 相 談 員 は 、 職 務 上 知 る こ と が で き た 秘 密 を 漏 ら し て は な ら な い 。 そ の 職 を 退 い た 後 も

同 様 と す る 。 

６ 県 は 、 第 三 項 の 業 務 を 円 滑 か つ 効 果 的 に 行 う た め に 必 要 な 人 員 を 確 保 す る と と も に 、

相 談 員 に 対 し 、 同 項 の 業 務 の 遂 行 に 必 要 な 知 識 及 び 技 能 を 習 得 さ せ 、 及 び 向 上 さ せ る た

め に 必 要 な 研 修 を 行 う も の と す る 。 

第 二 節 紛 争 の 解 決 を 図 る た め の 体 制 

（ 助 言 及 び あ っ せ ん の 申 立 て ） 

第 十 八 条 障 が い 者 、 障 が い 者 の 家 族 、 事 業 者 そ の 他 の 関 係 者 は 、 前 二 条 の 規 定 に よ る 相

談 を 経 て も 差 別 事 案 の 解 決 が 期 待 で き な い と 認 め ら れ る と き は 、 知 事 に 対 し 、 当 該 差 別

事 案 を 解 決 す る た め に 必 要 な 助 言 又 は あ っ せ ん を 行 う べ き 旨 の 申 立 て を す る こ と が で き

る 。 

２ 障 が い 者 の 家 族 そ の 他 の 関 係 者 は 、 障 が い 者 の 意 思 に 反 し て 前 項 の 申 立 て を す る こ と

が で き な い 。 

３ 第 一 項 の 申 立 て は 、 行 為 の 日 （ 継 続 す る 行 為 に あ っ て は 、 そ の 行 為 の 終 了 し た 日 ） か

ら 三 年 を 経 過 し た 差 別 事 案 に 係 る も の で あ る と き は 、 す る こ と が で き な い 。 

（ 助 言 及 び あ っ せ ん ） 

第 十 九 条 知 事 は 、 前 条 第 一 項 の 申 立 て が あ っ た と き は 、 助 言 又 は あ っ せ ん を 行 う も の と

す る 。 た だ し 、 助 言 又 は あ っ せ ん を 行 う こ と が 適 当 で な い と 認 め ら れ る と き は 、 こ の 限

り で な い 。 

２ 知 事 は 、 前 条 第 一 項 の 申 立 て が あ っ た と き は 、 当 該 申 立 て に 係 る 差 別 事 案 の 事 実 関 係

に つ い て 調 査 を 行 う こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て 、 当 該 申 立 て を し た 者 （ 第 二 十 三

条 及 び 第 二 十 四 条 第 六 項 に お い て 「 申 立 人 」 と い う 。 ） 、 相 手 方 そ の 他 の 関 係 人 は 、 正

当 な 理 由 が あ る 場 合 を 除 き 、 こ れ に 協 力 し な け れ ば な ら な い 。 

３ 知 事 は 、 助 言 又 は あ っ せ ん を 行 う に 当 た り 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 三 重 県 障 が い

者 差 別 解 消 調 整 委 員 会 の 意 見 を 聴 く も の と す る 。 

４ 助 言 又 は あ っ せ ん の 対 象 と な る 差 別 事 案 の 当 事 者 が 県 又 は 地 方 独 立 行 政 法 人 で あ る と

き は 、 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 知 事 は 、 助 言 又 は あ っ せ ん を 行 う に 当 た り 、 三 重 県 障

が い 者 差 別 解 消 調 整 委 員 会 の 意 見 を 聴 く も の と す る 。 

５ 知 事 は 、 あ っ せ ん に よ っ て は 前 条 第 一 項 の 申 立 て に 係 る 差 別 事 案 の 解 決 の 見 込 み が な

い と 認 め る と き は 、 あ っ せ ん を 打 ち 切 る こ と が で き る 。 

（ 三 重 県 障 が い 者 差 別 解 消 支 援 協 議 会 に 対 す る 報 告 ） 

第 二 十 条 知 事 は 、 助 言 又 は あ っ せ ん を 行 っ た 結 果 明 ら か に な っ た 課 題 が あ る と 認 め る と

き 又 は 次 項 の 規 定 に よ り 三 重 県 障 が い 者 差 別 解 消 調 整 委 員 会 か ら 報 告 を 受 け た と き は 、

当 該 課 題 又 は 報 告 に つ い て 三 重 県 障 が い 者 差 別 解 消 支 援 協 議 会 に 報 告 す る も の と す る 。 

２ 三 重 県 障 が い 者 差 別 解 消 調 整 委 員 会 は 、 前 条 第 三 項 及 び 第 四 項 の 規 定 に 基 づ く 知 事 の

諮 問 に 応 じ て 調 査 審 議 を 行 っ た 結 果 明 ら か に な っ た 課 題 が あ る と 認 め る と き は 、 当 該 課

題 に つ い て 知 事 に 報 告 す る も の と す る 。 

（ 勧 告 ） 

第 二 十 一 条 知 事 は 、 助 言 又 は あ っ せ ん を 行 っ た 場 合 に お い て 、 差 別 事 案 に 該 当 す る 行 為

を し た と 認 め ら れ る 者 が 、 正 当 な 理 由 な く 当 該 助 言 又 は あ っ せ ん に 従 わ な い と き は 、 当

平成30年6月29日 三　重　県　公　報 号　　外

14



該 者 に 対 し て 、 必 要 な 措 置 を と る よ う 勧 告 す る こ と が で き る 。 
（ 意 見 の 聴 取 ） 

第 二 十 二 条 知 事 は 、 前 条 の 規 定 に よ る 勧 告 を す る 場 合 に は 、 あ ら か じ め 、 期 日 、 場 所 及

び 事 案 の 内 容 を 示 し て 、 勧 告 の 対 象 と な る 者 又 は そ の 代 理 人 の 出 頭 を 求 め て 、 意 見 の 聴

取 を 行 わ な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 こ れ ら の 者 が 正 当 な 理 由 な く 意 見 の 聴 取 に 応 じ な

い と き は 、 意 見 の 聴 取 を 行 わ な い で 勧 告 す る こ と が で き る 。 

（ 助 言 及 び あ っ せ ん の 状 況 の 公 表 ） 

第 二 十 三 条 知 事 は 、 差 別 事 案 の 発 生 の 防 止 又 は 差 別 事 案 が 発 生 し た 場 合 に お け る 当 該 差

別 事 案 の 解 決 に 資 す る た め 、 助 言 又 は あ っ せ ん を 行 っ た 場 合 に お い て 、 申 立 人 、 相 手 方

そ の 他 の 関 係 人 の 秘 密 を 除 い て 、 必 要 な 事 項 を 一 般 に 公 表 す る こ と が で き る 。 

（ 三 重 県 障 が い 者 差 別 解 消 調 整 委 員 会 ） 

第 二 十 四 条 第 十 九 条 第 三 項 及 び 第 四 項 の 規 定 に 基 づ く 知 事 の 諮 問 に 応 じ て 調 査 審 議 を 行

わ せ る た め 、 知 事 の 附 属 機 関 と し て 、 三 重 県 障 が い 者 差 別 解 消 調 整 委 員 会 （ 以 下 「 調 整

委 員 会 」 と い う 。 ） を 置 く 。 

２ 調 整 委 員 会 は 、 委 員 十 人 以 内 で 組 織 す る 。 

３ 委 員 は 、 関 係 行 政 機 関 の 職 員 、 学 識 経 験 の あ る 者 、 障 が い 者 、 障 が い 者 の 福 祉 に 関 す

る 事 業 に 従 事 す る 者 、 事 業 者 そ の 他 知 事 が 必 要 と 認 め る 者 の う ち か ら 知 事 が 任 命 す る 。 

４ 前 項 の 規 定 に よ る 委 員 の 任 期 は 、 二 年 と す る 。 た だ し 、 補 欠 の 委 員 の 任 期 は 、 前 任 者

の 残 任 期 間 と す る 。 

５ 委 員 は 、 職 務 上 知 る こ と が で き た 秘 密 を 漏 ら し て は な ら な い 。 そ の 職 を 退 い た 後 も 同

様 と す る 。 

６ 調 整 委 員 会 は 、 調 査 審 議 を 行 う た め に 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 申 立 人 、 相 手 方 そ

の 他 の 関 係 人 に 対 し 、 そ の 出 席 を 求 め て 説 明 若 し く は 意 見 を 聴 き 、 又 は 資 料 の 提 出 を 求

め る こ と が で き る 。 

７ 前 各 項 に 定 め る も の の ほ か 、 調 整 委 員 会 の 組 織 及 び 運 営 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 規 則 で

定 め る 。 

第 四 章 障 が い 者 の 自 立 及 び 社 会 参 加 の 支 援 等 の た め の 施 策 

（ 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 に 従 事 す る 人 材 の 育 成 の 支 援 ） 

第 二 十 五 条 県 は 、 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 を 行 う 者 が 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 の 円 滑 な 実 施

を 図 る こ と に 資 す る た め 、 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 に 従 事 す る 人 材 の 育 成 の た め に 必 要 な

施 策 を 講 ず る よ う 努 め る も の と す る 。 

（ 教 育 ） 

第 二 十 六 条 県 は 、 障 が い の 有 無 に か か わ ら ず 児 童 及 び 生 徒 が 共 に 教 育 を 受 け ら れ る よ う

に す る た め に 必 要 な 施 策 を 積 極 的 に 推 進 す る と と も に 、 障 が い 者 に 対 す る 理 解 及 び 社 会

的 障 壁 の 除 去 の 重 要 性 に 対 す る 理 解 を 深 め る た め の 教 育 を 推 進 す る も の と す る 。 

２ 県 は 、 前 項 の 施 策 を 推 進 す る た め 、 障 が い 者 で あ る 児 童 及 び 生 徒 が 在 籍 す る 学 校 の 設

置 者 及 び 当 該 学 校 、 当 該 児 童 及 び 生 徒 の 保 護 者 、 地 域 住 民 そ の 他 の 関 係 者 間 に お け る 連

携 が 図 ら れ る よ う 必 要 な 措 置 を 講 ず る も の と す る 。 

（ 就 労 の 支 援 に 係 る 情 報 の 共 有 等 ） 

第 二 十 七 条 県 は 、 障 が い 者 の 就 労 の 機 会 の 確 保 及 び 拡 大 並 び に 就 労 の 継 続 を 図 る た め 、
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関 係 機 関 、 事 業 主 そ の 他 の 関 係 者 と 緊 密 に 連 携 し て 障 が い 者 の 就 労 に 関 す る 情 報 の 共 有

及 び そ の 適 切 な 活 用 を 図 る も の と す る 。 
（ 情 報 の 利 用 に お け る バ リ ア フ リ ー 化 等 ） 

第 二 十 八 条 県 は 、 障 が い 者 が 県 政 に 関 す る 情 報 を 円 滑 に 取 得 し 、 及 び 県 に 対 し て そ の 意

思 を 表 示 す る こ と が で き る よ う 、 点 字 、 要 約 筆 記 そ の 他 の 意 思 疎 通 の た め の 手 段 に よ る

情 報 の 発 信 等 に 努 め る も の と す る 。 

２ 県 は 、 県 政 に 関 す る 情 報 を イ ン タ ー ネ ッ ト そ の 他 の 高 度 情 報 通 信 ネ ッ ト ワ ー ク の 利 用

を 通 じ て 提 供 す る 場 合 に お い て 、 障 が い 者 が 当 該 情 報 を 支 障 な く 利 用 す る こ と が で き る

よ う 、 平 易 な 表 現 を 用 い る こ と そ の 他 の 措 置 を 講 ず る も の と す る 。 

３ 県 は 、 障 が い 者 に 対 し 、 点 字 、 要 約 筆 記 そ の 他 の 意 思 疎 通 の た め の 手 段 に よ る 情 報 の

提 供 等 が 切 れ 目 な く 行 わ れ る よ う に す る た め 、 障 が い 者 の 意 思 疎 通 を 仲 介 す る 者 の 養 成

及 び 派 遣 等 が 図 ら れ る よ う 、 必 要 な 施 策 を 講 ず る よ う 努 め る も の と す る 。 

４ 手 話 に よ る 情 報 の 発 信 等 及 び 手 話 通 訳 を 行 う 人 材 の 育 成 等 に つ い て は 、 三 重 県 手 話 言

語 条 例 （ 平 成 二 十 八 年 三 重 県 条 例 第 五 十 号 ） の 定 め る と こ ろ に よ る 。 

（ 災 害 時 等 に お け る 支 援 ） 

第 二 十 九 条 県 は 、 災 害 対 策 基 本 法 （ 昭 和 三 十 六 年 法 律 第 二 百 二 十 三 号 ） 第 四 十 九 条 の 七

第 一 項 に 規 定 す る 指 定 避 難 所 （ 次 項 に お い て 「 指 定 避 難 所 」 と い う 。 ） に お い て 、 障 が

い 者 の 円 滑 な 利 用 の 確 保 、 障 が い 者 が 相 談 し 、 又 は 助 言 そ の 他 の 支 援 を 受 け る こ と が で

き る 体 制 の 整 備 そ の 他 の 障 が い 者 の 良 好 な 生 活 環 境 の 確 保 に 資 す る 措 置 が 講 ぜ ら れ る よ

う 、 市 町 に 対 す る 情 報 の 提 供 、 技 術 的 な 助 言 そ の 他 の 必 要 な 支 援 を 実 施 す る よ う 努 め る

も の と す る 。 

２ 県 は 、 災 害 そ の 他 非 常 の 事 態 の 場 合 に 、 障 が い 者 に 対 し そ の 安 全 を 確 保 す る た め 必 要

な 情 報 が 迅 速 か つ 的 確 に 伝 え ら れ 、 及 び 指 定 避 難 所 、 災 害 対 策 基 本 法 第 四 十 九 条 の 四 第

一 項 に 規 定 す る 指 定 緊 急 避 難 場 所 そ の 他 適 切 な 避 難 場 所 へ の 障 が い 者 の 避 難 が 適 切 に 行

わ れ る よ う 、 市 町 に 対 す る 情 報 の 提 供 、 技 術 的 な 助 言 そ の 他 の 必 要 な 支 援 を 実 施 す る よ

う 努 め る も の と す る 。 

（ 選 挙 等 に お け る 投 票 の 支 援 ） 

第 三 十 条 県 は 、 法 律 又 は 条 例 の 定 め る と こ ろ に よ り 行 わ れ る 選 挙 、 国 民 審 査 又 は 投 票 に

お い て 、 公 職 選 挙 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 百 号 ） 第 四 十 七 条 に 規 定 す る 点 字 投 票 そ の 他

の 選 挙 人 に よ る 投 票 を 支 援 す る 制 度 の 周 知 そ の 他 の 障 が い 者 が 円 滑 に 投 票 で き る よ う に

す る た め の 取 組 を 推 進 す る た め 、 市 町 に 対 す る 情 報 の 提 供 、 技 術 的 な 助 言 そ の 他 の 必 要

な 支 援 を 実 施 す る よ う 努 め る も の と す る 。 

（ 啓 発 活 動 ） 

第 三 十 一 条 県 は 、 不 当 な 差 別 的 取 扱 い を す る こ と に よ る 障 が い 者 の 権 利 利 益 の 侵 害 の 防

止 等 及 び 社 会 的 障 壁 の 除 去 の 実 施 に つ い て の 合 理 的 な 配 慮 を 的 確 に 行 う こ と に 資 す る た

め の 措 置 に 関 す る 広 報 そ の 他 の 啓 発 活 動 を 行 う も の と す る 。 

２ 県 は 、 障 が い 者 が 基 本 的 人 権 を 享 有 す る 個 人 と し て そ の 尊 厳 が 重 ん ぜ ら れ 、 そ の 尊 厳

に ふ さ わ し い 生 活 を 保 障 さ れ る 権 利 を 有 す る こ と に つ い て の 理 解 を 深 め 、 そ の 権 利 を 行

使 す る た め に 必 要 な 知 識 を 習 得 す る こ と が で き る よ う に す る た め の 啓 発 活 動 を 行 う も の

と す る 。 

平成30年6月29日 三　重　県　公　報 号　　外

16



３ 県 は 、 障 が い 者 に 対 す る 理 解 及 び 社 会 的 障 壁 の 除 去 の 重 要 性 に 対 す る 理 解 が 深 め ら れ

る よ う 、 障 が い 者 へ の 対 応 の 仕 方 の 分 か り や す い 説 明 、 社 会 的 障 壁 の 除 去 の 重 要 性 に 関

す る 意 識 の 啓 発 そ の 他 の 啓 発 活 動 を 行 う も の と す る 。 

４ 県 は 、 県 民 に よ る 障 が い 者 の 自 立 及 び 社 会 参 加 へ の 主 体 的 な 支 援 が 円 滑 に な さ れ る よ

う 、 当 該 支 援 の 重 要 性 に 関 す る 意 識 の 啓 発 、 障 が い 者 の 自 立 及 び 社 会 参 加 を 促 進 す る た

め の 取 組 及 び 制 度 の 周 知 そ の 他 の 啓 発 活 動 を 行 う も の と す る 。 

第 五 章 共 生 社 会 の 実 現 に 向 け た 施 策 の 推 進 

（ 共 生 社 会 の 実 現 に 向 け た 施 策 に 関 す る 計 画 ） 

第 三 十 二 条 県 は 、 障 害 者 計 画 に お い て 、 共 生 社 会 の 実 現 に 向 け た 施 策 に つ い て 定 め 、 こ

れ を 総 合 的 か つ 計 画 的 に 推 進 す る も の と す る 。 

２ 知 事 は 、 前 項 の 施 策 に つ い て 定 め よ う と す る と き は 、 あ ら か じ め 、 三 重 県 障 害 者 施 策

推 進 協 議 会 の 意 見 を 聴 か な け れ ば な ら な い 。 

３ 前 項 の 規 定 は 、 第 一 項 に 規 定 す る 施 策 の 変 更 に つ い て 準 用 す る 。 

（ 三 重 県 障 が い 者 差 別 解 消 支 援 協 議 会 ） 

第 三 十 三 条 障 が い を 理 由 と す る 差 別 を 解 消 す る た め の 取 組 を 推 進 す る た め 、 障 害 を 理 由

と す る 差 別 の 解 消 の 推 進 に 関 す る 法 律 第 十 七 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ き 、 三 重 県 障 が い 者

差 別 解 消 支 援 協 議 会 （ 以 下 「 協 議 会 」 と い う 。 ） を 設 置 す る 。 

２ 委 員 は 、 関 係 行 政 機 関 の 職 員 、 学 識 経 験 の あ る 者 、 障 が い 者 、 障 が い 者 の 福 祉 に 関 す

る 事 業 に 従 事 す る 者 、 事 業 者 そ の 他 知 事 が 必 要 と 認 め る 者 の う ち か ら 知 事 が 任 命 す る 。 

３ 協 議 会 は 、 障 害 を 理 由 と す る 差 別 の 解 消 の 推 進 に 関 す る 法 律 第 十 八 条 第 一 項 に 規 定 す

る も の の ほ か 、 同 項 に 規 定 す る 事 項 の 処 理 の 結 果 明 ら か に な っ た 課 題 及 び 第 二 十 条 第 一

項 の 規 定 に よ り 知 事 か ら 報 告 を 受 け た 課 題 を 解 決 す る た め の 方 策 に つ い て 調 査 研 究 を 行

う も の と す る 。 

４ 協 議 会 は 、 差 別 事 案 に 関 す る 相 談 並 び に 助 言 及 び あ っ せ ん に 係 る 事 例 を 踏 ま え た 障 が

い を 理 由 と す る 差 別 を 解 消 す る た め の 取 組 を 推 進 す る た め 、 障 が い 者 そ の 他 の 関 係 者 及

び 県 民 の 参 加 の 下 に 、 当 該 差 別 事 案 の 処 理 状 況 の 検 証 を 定 期 的 に 行 う と と も に 、 そ の 結

果 に つ い て 県 民 に 周 知 す る も の と す る 。 

５ 協 議 会 の 組 織 及 び 運 営 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 別 に 定 め る 。 

第 六 章 雑 則 

（ 財 政 上 の 措 置 ） 

第 三 十 四 条 県 は 、 こ の 条 例 の 目 的 を 達 成 す る た め 、 必 要 な 財 政 上 の 措 置 を 講 ず る よ う 努

め る も の と す る 。 

（ 規 則 へ の 委 任 ） 

第 三 十 五 条 こ の 条 例 に 定 め る も の の ほ か 、 条 例 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 規 則 で 定 め

る 。 

附 則 

（ 施 行 期 日 ） 

１ こ の 条 例 は 、 平 成 三 十 年 十 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 規 定 は 、

当 該 各 号 に 定 め る 日 か ら 施 行 す る 。 

 一 第 三 十 二 条 及 び 第 六 章 並 び に 附 則 第 二 項 の 規 定 公 布 の 日 

平成30年6月29日 三　重　県　公　報 号　　外

17



二 第 三 章 （ 第 十 六 条 を 除 く 。 ） 、 第 四 章 及 び 第 三 十 三 条 並 び に 附 則 第 三 項 の 規 定 平

成 三 十 一 年 四 月 一 日 

 （ 準 備 行 為 ） 

２ 相 談 員 並 び に 調 整 委 員 会 及 び 協 議 会 の 委 員 の 選 任 の た め に 必 要 な 行 為 、 第 二 十 四 条 第

七 項 の 規 則 の 制 定 そ の 他 の 準 備 行 為 は 、 附 則 第 一 項 第 二 号 に 掲 げ る 規 定 の 施 行 の 日 前 に

お い て も 行 う こ と が で き る 。 

 （ 助 言 又 は あ っ せ ん の 申 立 て に 関 す る 期 間 の 特 例 ） 

３ こ の 条 例 の 公 布 の 日 か ら 平 成 三 十 一 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に 、 第 十 八 条 第 三 項 に 規

定 す る 期 間 が 経 過 す る こ と と な る 差 別 事 案 に つ い て は 、 同 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 平 成

三 十 一 年 四 月 一 日 か ら 起 算 し て 六 月 以 内 に 限 り 、 同 条 第 一 項 の 申 立 て を す る こ と が で き

る 。 

 （ 検 討 ） 

４ こ の 条 例 の 規 定 に つ い て は 、 こ の 条 例 の 施 行 後 お お む ね 三 年 ご と に 、 こ の 条 例 の 施 行

の 状 況 、 障 害 者 基 本 法 、 障 害 を 理 由 と す る 差 別 の 解 消 の 推 進 に 関 す る 法 律 そ の 他 の 関 係

法 律 の 見 直 し の 状 況 等 を 勘 案 し て 検 討 が 加 え ら れ 、 そ の 結 果 に 基 づ い て 必 要 な 措 置 が 講

ぜ ら れ る も の と す る 。 
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規 則 

 

三 重 県 地 方 活 力 向 上 地 域 に お け る 県 税 の 特 例 措 置 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し

ま す 。 

平 成 三 十 年 六 月 二 十 九 日 

                          三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

三 重 県 規 則 第 六 十 二 号 

   三 重 県 地 方 活 力 向 上 地 域 に お け る 県 税 の 特 例 措 置 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 

 三 重 県 地 方 活 力 向 上 地 域 に お け る 県 税 の 特 例 措 置 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 二 十 七 年 三 重 県 規 則 第 八 十 八 号 ）

の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。 

第 一 号 様 式 中 「第 10 条第 6 項第 4 号 」 を 「第 10 条第 8 項第 5 号 」 に 改 め る 。 

第 二 号 様 式 か ら 第 四 号 様 式 ま で の 様 式 中 「第 10 条第 6 項第 4 号 」 を 「第 10 条第 8 項第 5 号 」 に 、 「第 42 条の

4 第 6 項第 4 号 」 を 「第 42 条の 4 第 8 項第 6 号 」 に 、 「第 68 条の 9 第 6 項第 4 号 」 を 「第 68 条の 9 第 8 項第 5

号 」 に 改 め る 。 

   附 則 

（ 施 行 期 日 ） 

１ こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 

（ 経 過 措 置 ） 

２ こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に 改 正 前 の 三 重 県 地 方 活 力 向 上 地 域 に お け る 県 税 の 特 例 措 置 に 関 す る 条 例 施 行 規 則

（ 以 下 「 旧 規 則 」 と い う 。 ） に 基 づ い て 提 出 さ れ て い る 申 請 書 は 、 改 正 後 の 三 重 県 地 方 活 力 向 上 地 域 に お け る 県

税 の 特 例 措 置 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 規 定 に 基 づ い て 提 出 さ れ た 申 請 書 と み な す 。 

３ こ の 規 則 の 施 行 前 に 旧 規 則 に 規 定 す る 様 式 に よ り 作 成 し た 用 紙 は 、 当 分 の 間 、 所 要 の 調 整 を し て 使 用 す る こ

と が で き る 。 

 

医 療 法 に 基 づ く 病 院 及 び 診 療 所 の 人 員 及 び 施 設 に 関 す る 基 準 等 を 定 め る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を

こ こ に 公 布 し ま す 。 

平 成 三 十 年 六 月 二 十 九 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬 

三 重 県 規 則 第 六 十 三 号 

医 療 法 に 基 づ く 病 院 及 び 診 療 所 の 人 員 及 び 施 設 に 関 す る 基 準 等 を 定 め る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規

則 

医 療 法 に 基 づ く 病 院 及 び 診 療 所 の 人 員 及 び 施 設 に 関 す る 基 準 等 を 定 め る 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 二 十 五 年 三 重 県 規

則 第 十 八 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。 

第 三 条 第 一 項 第 一 号 中 「 総 務 省 、 法 務 省 、 財 務 省 、 林 野 庁 」 を 「 法 務 省 」 に 、 「 独 立 行 政 法 人 労 働 者 健 康 福 祉 機

構 」 を 「 独 立 行 政 法 人 労 働 者 健 康 安 全 機 構 」 に 改 め 、 同 項 第 二 号 中 「 、 無 菌 病 室 の 病 床 又 は 集 中 強 化 治 療 室 若 し

く は 心 疾 患 強 化 治 療 室 の 病 床 で あ っ て 、 当 該 病 室 の 入 院 患 者 が 当 該 病 室 に お け る 治 療 終 了 後 の 入 院 の た め に 専 ら

用 い る 他 の 病 床 が 同 一 病 院 内 に 確 保 さ れ て い る も の 」 を 削 り 、 同 項 第 三 号 を 削 り 、 同 項 第 四 号 を 同 項 第 三 号 と し 、

同 項 第 五 号 を 同 項 第 四 号 と し 、 同 条 第 二 項 中 「 、 無 菌 病 室 の 病 床 又 は 集 中 強 化 治 療 室 若 し く は 心 疾 患 強 化 治 療 室

の 病 床 で あ っ て 、 当 該 病 室 の 入 院 患 者 が 当 該 病 室 に お け る 治 療 終 了 後 の 入 院 の た め に 専 ら 用 い る 他 の 病 床 が 同 一

病 院 内 に 確 保 さ れ て い る も の 」 を 削 り 、 「 又 は 診 療 所 の 病 床 」 を 「 若 し く は 診 療 所 の 病 床 」 に 改 め 、 「 病 床 の 種 別

の 変 更 の 許 可 の 申 請 が あ っ た 日 前 」 の 下 に 「 又 は 命 令 等 を し よ う と す る 日 前 」 を 、 「 当 該 許 可 の 申 請 が あ っ た 日 前

」 の 下 に 「 又 は 当 該 命 令 等 を し よ う と す る 日 前 」 を 加 え 、 同 条 第 三 項 中 「 、 無 菌 病 室 の 病 床 又 は 集 中 強 化 治 療 室

若 し く は 心 疾 患 強 化 治 療 室 の 病 床 で あ っ て 、 当 該 病 室 の 入 院 患 者 が 当 該 病 室 に お け る 治 療 終 了 後 の 入 院 の た め に

専 ら 用 い る 他 の 病 床 が 同 一 病 院 内 に 確 保 さ れ る こ と が 見 込 ま れ る も の 」 を 削 り 、 同 条 第 四 項 を 削 る 。 

附 則 第 二 項 を 次 の よ う に 改 め る 。 

２ 療 養 病 床 を 有 す る 病 院 又 は 診 療 所 の 開 設 者 が 、 平 成 三 十 年 四 月 一 日 以 後 に 当 該 病 院 又 は 診 療 所 の 療 養 病 床 の

転 換 （ 当 該 病 院 又 は 診 療 所 の 療 養 病 床 の 病 床 数 を 減 少 さ せ る と と も に 、 当 該 病 院 又 は 診 療 所 の 施 設 を 介 護 老 人

保 健 施 設 （ 介 護 保 険 法 （ 平 成 九 年 法 律 第 百 二 十 三 号 ） の 規 定 に よ る 介 護 老 人 保 健 施 設 を い う 。 ） 又 は 介 護 医 療 院
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（ 同 法 の 規 定 に よ る 介 護 医 療 院 を い う 。 ） の 用 に 供 す る こ と を い う 。 ） を 行 っ た 場 合 に お け る 当 該 転 換 に 係 る 入

所 定 員 数 に つ い て は 、 平 成 三 十 六 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 、 療 養 病 床 に 係 る 既 存 の 病 床 の 数 と し て 算 定 す る 。 
附 則 第 三 項 を 削 り 、 附 則 中 第 四 項 を 第 三 項 と し 、 第 五 項 か ら 第 八 項 ま で を 一 項 ず つ 繰 り 上 げ る 。 

附 則 第 九 項 中 「 以 下 こ の 項 」 の 下 に 「 及 び 次 項 」 を 加 え 、 同 項 を 附 則 第 八 項 と し 、 同 項 の 次 に 次 の 一 項 を 加 え

る 。 

９ 前 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 病 院 の 開 設 者 が 、 平 成 三 十 年 六 月 三 十 日 ま で の 間 に 、 再 び 特 定 介 護 療 養 型 医 療 施

設 で あ る こ と 又 は 特 定 病 院 で あ る こ と を 知 事 に 届 け 出 た 場 合 に は 、 同 項 中 「 平 成 三 十 年 三 月 三 十 一 日 」 と あ る

の は 、 「 平 成 三 十 六 年 三 月 三 十 一 日 」 と す る 。 

附 則 第 十 一 項 中 「 こ の 項 」 の 下 に 「 及 び 次 項 」 を 加 え 、 「 同 項 」 を 「 附 則 第 六 項 」 に 改 め 、 同 項 を 附 則 第 十 二 項

と し 、 同 項 の 次 に 次 の 一 項 を 加 え る 。 

1
3

  前 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 診 療 所 の 開 設 者 が 、 平 成 三 十 年 六 月 三 十 日 ま で の 間 に 、 再 び 特 定 介 護 療 養 型 医 療

施 設 で あ る こ と 又 は 特 定 診 療 所 で あ る こ と を 知 事 に 届 け 出 た 場 合 に は 、 同 項 中 「 平 成 三 十 年 三 月 三 十 一 日 」 と

あ る の は 、 「 平 成 三 十 六 年 三 月 三 十 一 日 」 と す る 。 

附 則 第 十 項 中 「 こ の 項 」 の 下 に 「 及 び 次 項 」 を 加 え 、 「 次 項 に お い て 」 を 「 以 下 」 に 改 め 、 同 項 の 次 に 次 の 一 項

を 加 え る 。 

1
1

 前 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 診 療 所 の 開 設 者 が 、 平 成 三 十 年 六 月 三 十 日 ま で の 間 に 、 再 び 特 定 介 護 療 養 型 医 療

施 設 で あ る こ と 又 は 特 定 診 療 所 で あ る こ と を 知 事 に 届 け 出 た 場 合 に は 、 同 項 中 「 平 成 三 十 年 三 月 三 十 一 日 」 と

あ る の は 、 「 平 成 三 十 六 年 三 月 三 十 一 日 」 と す る 。 

附 則 

 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 
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